
かかりつけ医機能報告制度に係る
阿蘇地域での協議の進め方について

資料１

令和８年(2026年)３月１１日
第１７回阿蘇地域医療構想調整会議
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※特定機能病院及び
歯科医療機関を除く
病院及び診療所

(一部改)
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令和７年１月３１日かかりつけ医機能報告制度に係る第２回自治体向け説明会資料（一部改）

令和７年度 令和８年度

地域医療構想調整会議や
在宅医療・介護連携会議など



○ これまでの在宅医療や医療介護連携については各地域の実情に即して「在宅医療連携体制検討協議
会」等（県等が設置）や「医療・介護連携推進会議」（市町村が設置）で検討されてきた。

○ また、「地域医療構想調整会議」を医療法上の「外来医療に関する協議の場」と位置づけ、必要に
応じて郡市医師会単位のワーキンググループを設置し協議を進めてきた経緯がある。

○ このような経緯を踏まえ、かかりつけ医機能報告における協議については、以下の会議体が必要に応じて
 他の会議体に結果を共有するなど、相互に連携し協議を進めることとする。

○ なお、医療法上、「外来医療に関する協議の場」においてかかりつけ医機能に係る協議結果を取りまとめる
 こと等が必要であることから、 「在宅医療連携体制検討協議会」や「医療介護連携推進会議」で協議さ

れたかかりつけ医機能に係る事項については、必ず地域医療構想調整会議に報告することとし、具体
的な進め方は、各地域の地域医療構想調整会議で協議のうえ決定することとする。
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かかりつけ医機能報告における協議の進め方について（案）

かかりつけ医機能
地域医療構想
調整会議

在宅医療連携体制
検討協議会等

【参考】
医療・介護連携
推進会議

継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い
疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的か
つ継続的に行う機能

○ △ △

通常の診療時間外の診療 ○ △ △

入退院時の支援 ○ △ △

在宅医療の提供 △ ○ △

介護サービス等と連携した医療提供 △ ○ ○

○・・・主に協議を行う会議体 △・・・必要に応じて関連事項として協議を行う会議体

令和８年１月９日第１１回熊本県地域医療構想調整会議資料４



6

【参考】熊本県におけるかかりつけ医機能に係る協議体制のイメージ

在宅医療・介護連携推進会議

地域医療構想調整会議 在宅医療連携体制検討協議会等

情報共有

報告

情報共有

情報共有情報共有

【県レベル】

【地域レベル】

【市町村レベル】

報告 報告

【事務局】
県医療政策課

【事務局】
県認知症施策・
地域ケア推進課

【事務局】保健所 【事務局】保健所等

令和８年１月９日第１１回熊本県地域医療構想調整会議資料４



○ 阿蘇地域医療構想調整会議においては、新たな地域医療構想策定に向けて、かかりつけ医機能
報告で得られたデータを活用しながら、かかりつけ医機能を確保するための課題等について協議
を行う。

○ また、在宅医療及び介護サービス等と連携した医療提供については、阿蘇地域においては「阿
蘇在宅医療システム研究会（以下、「研究会」という。）」(事務局：阿蘇郡市医師会)及び「地域在宅
医療サポートセンター」（指定先：小国郷医療福祉あんしんネットワーク、阿蘇医療センター、阿蘇立野病院）に
おいて、在宅医療の支援体制の構築等について協議されてきた。

○ そのため、具体的な協議方法等について関係機関と協議を行ったうえで、令和８年度以降は、
研究会等において、かかりつけ医機能報告で得られたデータも活用しながら、在宅医療の支援体
制の構築等を進めることとする。

○ なお、研究会等における協議結果については、毎年度、阿蘇地域医療構想調整会議において、
当該研究会等の構成員かつ地域医療構想調整会議の事務局である阿蘇保健所から報告することと
する。
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阿蘇地域における協議の進め方について（案）

【参考①：阿蘇在宅医療システム研究会について】

１ 設置目的
阿蘇郡市内における高齢者や障害者等の在宅医療や在宅ケアの充実

のため、介護保険や医療保険をはじめとする制度運用面の検討や習熟
に加え、在宅医療や在宅ケアを担うすべての職種や協力団体間の自主
的なネットワークを作り、相互連携や研鑽のシステムを構築、阿蘇郡
市の在宅医療やケアの質の向上を図る。

２ 委員構成団体等（理事会・幹事会１８団体）
  医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、訪問看護ステーション
連絡協議会、栄養士会、歯科衛生士会、市町村保健師協議会、老人
保健施設協会、医療ソーシャルワーカー協会、介護福祉士会、介護
支援専門員協会、地域リハビリテーション広域支援センター、社会
福祉協議会連合会、地域在宅医療サポートセンター、市町村、地域
包括支援センター、保健所

【参考②：地域在宅医療サポートセンターについて】

１ 基本理念
「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必要な連携

を担う拠点」として各在宅医療圏域の中心となり、住民が住み慣れた地域で安心
して在宅医療を受けることができるよう、 市町村が在宅医療・介護連携推進事業
において実施する取組みとの連携を図りつつ、 地域の関係団体と連携し、多職種
協働による包括的かつ継続的な在宅医療の提供体制を構築することを旨として、
地域の実情に応じた取組みを実施するものとする。

２ 指定先
北部：小国郷医療福祉あんしんネットワーク
中部：阿蘇医療センター
南部：阿蘇立野病院
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全ての報告項目については、
以下の県HPに掲載している「かかりつけ医機能報告マニュア

ル（医療機関用）」にてご覧いただけます。
（https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/42/250135.html）

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/42/250135.html

	スライド 0: かかりつけ医機能報告制度に係る 阿蘇地域での協議の進め方について
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15

